
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

墨田区就業規則整備補助金 

対象経費の 1/2、上限 10 万円 
（消費税抜き、千円未満切り捨て） 

補 助 金 額 

就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する 
社会保険労務士等への委託経費（消費税除く） 
※顧問契約料等は対象外です。 

対 象 経 費 

労働基準監督署の受付日の翌日から起算して６か月 ※予算額に達し次第、受付を終了します。 

受 付 期 間 

（１）中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者であること。 
（２）法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、個人事業者のうち区内に住

所を有さないの場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと。)  
（３）区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。 
（４）常時雇用する従業員が５人以上いること。（申請日時点） 
（５）区内で３か月以上継続して事業を営んでいること。 
（６）墨田区暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条

第３号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。  
（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第２条に規定する営業又はこれに類する風俗営業

等を行っていないこと。 

対  象  者 

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。 
・過去に本補助金の交付を受けた場合 
・過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合 
・国、他の地方自治体等から、本補助金と同一の趣旨の補助金等の交付を受けた場合 

注  意 

区内の中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合 
経費の一部を補助します。 

墨田区 産業観光部 経営支援課（区役所１４階） 
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号   ☎０３－５６０８－６１８５ 

問合せ・申請先 

中小企業の 
人材確保 

 働きやすい職場づくりに︕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申 

請 

者 

墨 田 区 
経 営 支 援 課 
（ 区 役 所 １ ４ 階 ） 

 

⑦ 申請書類提出（⑥から 6 か月以内） 

⑨ 請求書提出 

⑩ 補助金交付 

⑧ 補助決定（不決定）通知 

社会保険労務士等 

① 就業規則の作成・改定の依頼 

② 就業規則の作成・改定、委託料等の請求 

③ 委託料等の支払 

④ 領収書 

向島労働基準監督署 
⑤ 就業規則（変更）届 

⑥ 収受印 

□ 交付申請書（第１号様式）  原本１部 
□ 向島労働基準監督署名、受付日のわかる収受印が押された、就業規則（変更）届又は 

それに類する書類   写し１部 
□ 就業規則    写し１部 
  ※改定の場合は、就業規則の写しと、改正箇所が分かるもの 
□ 従業員の意見書   写し１部 
□ 直近の法人住民税納税証明書  原本１部 

（個人事業者の場合は、前年度分の個人住民税納税（非課税）証明書） 
□ 履歴事項全部証明書   原本１部 

（個人事業者の場合は、開業届、営業許可書の写し等） 
□ 補助対象経費の領収書   写し 1 部 

□ 事業計画書（第２号様式）  原本１部 
□ 誓約書（第３号様式）  原本１部 

申 請 書 類 
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申請手続きのながれ 


